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独立行政法人会計基準等と国立大学法人会計基準等（案）の新旧対照表 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂前 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂後 

国立大学法人会計基準及び注解 

現行 

国立大学法人会計基準及び注解 

改訂後 

１．会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 

＜注５５＞重要な会計方針の開示について 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会計方針とは、独立行政法人が財務諸表の作成に当

たって、その会計情報を正しく示すために採用した会

計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。 

２ 会計方針の例としては次のようなものがある。 

(1) 運営費交付金収益の計上基準 

(2) 減価償却の会計処理方法 

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

(4) 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準 

(5) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(6) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(7) 債券発行差額の償却基準 

(8) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

(9) 未収財源措置予定額の計上基準 

(10) 行政サービス実施コスト計算書における機会費

用の計上方法 

３ なお、重要な会計方針を変更した場合には、次の各

号に掲げる事項を前項による記載の次に記載しなけ

ればならない。 

(1) 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、そ

の旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与え

ている影響の内容 

(2) 表示方法を変更した場合には、その内容 

＜注５５＞重要な会計方針等の開示について 

１ 重要な会計方針、表示方法又は会計上の見積りの変更

を行った場合には、重要な会計方針の次に、次の各号に

掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 会計処理の原則又は手続きを変更した場合には、そ

の旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えてい

る影響の内容 

(2) 表示方法の変更を行った場合には、その内容 

(3) 会計上の見積りの変更を行った場合には、その旨、

変更の内容、及び当該変更が財務諸表に与えている影

響の内容 

２ 会計方針とは、独立行政法人が財務諸表の作成に当た

って、その会計情報を正しく示すために採用した会計処

理の原則及び手続きをいう。 

  なお、会計方針の例としては次のようなものがある。

(1) 運営費交付金収益の計上基準 

(2) 減価償却の会計処理方法 

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

(4) 法令に基づく引当金等の計上根拠及び計上基準 

(5) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(6) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(7) 債券発行差額の償却基準 

(8) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

(9) 未収財源措置予定額の計上基準 

(10) 行政サービス実施コスト計算書における機会費

用の計上方法 

（削除） 

 

 

＜注５１＞重要な会計方針の開示について 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 会計方針とは、国立大学法人等が財務諸表の作成に当

たって、その会計情報を正しく示すために採用した会計

処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。 

２ 会計方針の例としては次のようなものがある。 

(1) 運営費交付金収益の計上基準 

(2) 減価償却の会計処理方法 

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

(4) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(5) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(6) 債券発行差額の償却基準 

(7) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

(8) 未収財源措置予定額の計上基準 

(9) 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機

会費用の計上方法 

３ なお、重要な会計方針を変更した場合には、次の各号

に掲げる事項を前項による記載の次に記載しなければ

ならない。 

(1) 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その

旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている

影響の内容 

(2) 表示方法を変更した場合には、その内容 

 

＜注５１＞重要な会計方針等の開示について 

１ 重要な会計方針、表示方法又は会計上の見積りの変更

を行った場合には、重要な会計方針の次に、次の各号に

掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 会計処理の原則又は手続きの変更を行った場合に

は、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与

えている影響の内容 

(2) 表示方法の変更を行った場合には、その内容 

(3) 会計上の見積りの変更を行った場合には、その旨、

変更の内容、及び当該変更が財務諸表に与えている影

響の内容 

２ 会計方針とは、国立大学法人等が財務諸表の作成に当

たって、その会計情報を正しく示すために採用した会計

処理の原則及び手続をいう。 

 なお、会計方針の例としては次のようなものがある。

(1) 運営費交付金収益の計上基準 

(2) 減価償却の会計処理方法 

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

(4) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(5) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(6) 債券発行差額の償却基準 

(7) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

(8) 未収財源措置予定額の計上基準 

(9) 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機

会費用の計上方法 

（削除） 

資料３ 
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独立行政法人会計基準及び注解 

改訂前 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂後 

国立大学法人会計基準及び注解 

現行 

国立大学法人会計基準及び注解 

改訂後 

（新設） ３ 表示方法とは、独立行政法人が財務諸表の作成に当

たって、その会計情報を正しく示すために採用した表

示の方法（注記による開示も含む。）をいい、財務諸

表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。 

４ 会計上の見積りとは、資産及び負債や収益及び費用

等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成

時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を

算出することをいう。 

（新設） ３ 表示方法とは、国立大学法人等が財務諸表の作成に

当たって、その会計情報を正しく示すために採用した

表示の方法（注記による開示も含む。）をいい、財務

諸表の科目分類、科目配列及び報告様式が含まれる。

４ 会計上の見積りとは、資産及び負債や収益及び費用

等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成

時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を

算出することをいう。 

２．固定資産の減損額の会計処理の見直し 

＜注１４＞独立行政法人の費用の定義から除かれる事例

について 

 資本取引として独立行政法人の費用から除外される

ものの例は、以下のとおり 

(1)～(2) 省略 

(3) 固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準の規

定により、独立行政法人が中期計画等で想定した業務

運営を行ったにもかかわらず生じた減損額 

 

 

(4) 省略 

＜注１４＞独立行政法人の費用の定義から除かれる事例

について 

 資本取引として独立行政法人の費用から除外される

ものの例は、以下のとおり 

(1)～(2) 省略 

(3) 「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につい

て、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準の規

定により、独立行政法人が中期計画等で想定した業務

運営を行ったにもかかわらず生じた減損額 

(4) 省略 

＜注１３＞ 国立大学法人等の費用の定義から除かれる

事例について 

 資本取引として国立大学法人等の費用から除外され

るものの例は、以下のとおり。 

(1)～(2) 省略 

(3) 別添の規定により、国立大学法人等が中期計画等で

想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減

損額 

 

 

(4) 省略 

＜注１３＞ 国立大学法人等の費用の定義から除かれる

事例について 

 資本取引として国立大学法人等の費用から除外され

るものの例は、以下のとおり。 

(1)～(2) 省略 

(3) 「第８４ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につい

て、別添の規定により、国立大学法人等が中期計画等

で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた

減損額 

(4) 省略 

＜注６０＞運営費交付金の会計処理について 

１ （省略） 

２ 運営費交付金の収益化については、具体的には以下

のような考え方によるものとする。 

(1)～(2)（省略） 

(3) 上記(1)、(2)のような業務と交付金との対応関係

が示されない場合には、運営費交付金債務は、業務

のための支出額を限度として収益化するものとす

る。この場合に別途使途が特定されない運営費交付

金に基づく収益以外の収益がある場合には、運営費

交付金債務残高と当該収益とで財源を按分して支

出されたものとみなす等の適切な処理を行い、運営

費交付金の収益化を行うものとする。 

＜注６０＞運営費交付金の会計処理について 

１ （省略） 

２ 運営費交付金の収益化については、具体的には以下

のような考え方によるものとする。 

(1)～(2)（省略） 

(3) 上記(1)、(2)のような業務と交付金との対応関係

が示されない場合には、運営費交付金債務は、業務

のための支出額を限度として収益化するものとす

る。この場合に別途使途が特定されない運営費交付

金に基づく収益以外の収益がある場合には、運営費

交付金債務残高と当該収益とで財源を按分して支

出されたものとみなす等の適切な処理を行い、運営

費交付金の収益化を行うものとする。 

＜注５５＞運営費交付金等の会計処理について 

 

＜注５５＞運営費交付金等の会計処理について 

 

該当条項なし 
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独立行政法人会計基準及び注解 

改訂前 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂後 

国立大学法人会計基準及び注解 

現行 

国立大学法人会計基準及び注解 

改訂後 

なお、当該収益化の考え方を採用した理由を、

＜注５５＞「重要な会計方針の開示について」第

２項(1)「運営費交付金収益の計上基準」に注記し

なければならない。 

(4)（省略） 

３～６（省略） 

なお、当該収益化の考え方を採用した理由を、＜

注５５＞「重要な会計方針等の開示について」第２

項(1)「運営費交付金収益の計上基準」に注記しな

ければならない。 

(4)（省略） 

３～６（省略） 

  

第６ 減損額の会計処理 
固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との

差額（以下「減損額」という。）については、次のよ

うに処理するものとする。 

(1) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業

務運営を行わなかったことにより生じたものであ

るときは、当該減損額を減損損失の科目により当期

の臨時損失として計上する。（注１０） 

 

 

 

(2) 減損が、独立行政法人が中期計画等で想定した業

務運営を行ったにもかかわらず生じたものである

ときは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上

せず、損益外減損損失累計額の科目により資本剰余

金の控除項目として計上する。 

 

 

 

（新設） 

第６ 減損額の会計処理 
固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との

差額（以下「減損額」という。）については、次のよ

うに処理するものとする。 

(1) 「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につ

いて減損が発生した場合において、その減損が、独

立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行

わなかったことにより生じたものであるときは、当

該減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失

として計上する。（注１０） 

(2) 「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につ

いて減損が発生した場合において、その減損が、独

立行政法人が中期計画等で想定した業務運営を行

ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該

減損額は損益計算書上の費用には計上せず、損益外

減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項

目として計上する。 

(3) 「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産以外の償却資産につ

いて減損が発生した場合には、当該減損額を減損損

失の科目により当期の臨時損失として計上する。 

第６ 減損額の会計処理 
 固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との差

額（以下「減損額」という。）については、次のように

処理するものとする。 
(1) 減損が、国立大学法人等が中期計画等で想定した業

務運営を行わなかったことにより生じたものである

ときは、当該減損額を減損損失の科目により当期の臨

時損失として計上する。（注１０） 

 

 

 

(2) 減損が、国立大学法人等が中期計画等で想定した業

務運営を行ったにもかかわらず生じたものであると

きは、当該減損額は損益計算書上の費用には計上せ

ず、損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の

控除項目として計上する。 

 

 

 

（新設） 

第６ 減損額の会計処理 
 固定資産の帳簿価額と回収可能サービス価額との差

額（以下「減損額」という。）については、次のように

処理するものとする。 
(1) 「第８４ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につ

いて減損が発生した場合において、その減損が、国

立大学法人等が中期計画等で想定した業務運営を行

わなかったことにより生じたものであるときは、当該

減損額を減損損失の科目により当期の臨時損失とし

て計上する。（注１０） 

(2) 「第８４ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産及び非償却資産につ

いて減損が発生した場合において、その減損が、国

立大学法人等が中期計画等で想定した業務運営を行

ったにもかかわらず生じたものであるときは、当該減

損額は損益計算書上の費用には計上せず、損益外減損

損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目とし

て計上する。 

(3) 「第８４ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」

を行うこととされた償却資産以外の償却資産につ

いて減損が発生した場合には、当該減損額を減損損

失の科目により当期の臨時損失として計上する。 

 
 
 
 
 
 

該当条項なし 
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独立行政法人会計基準及び注解 

改訂前 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂後 

国立大学法人会計基準及び注解 

現行 

国立大学法人会計基準及び注解 

改訂後 

３．土地の譲渡取引に係る会計処理の見直し 

  

第９４ 土地の譲渡取引に係る会計処理 

１ 準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要な

財産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則第

９条第２項の規定により政府から出資された土地に

係る譲渡取引で、当該譲渡取引により生じた収入額か

ら独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納付

額を差し引いた額を資本的支出に充てた場合には、当

該譲渡取引により生じた譲渡差額を損益計算上の損

益には計上せず、資本剰余金を減額又は増額するもの

とする。（注６６）（注６７） 

２ 準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要な

財産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則第

９条第２項の規定により政府から出資された土地に

係る譲渡取引で、当該譲渡取引により生じた収入額か

ら独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納付

額を差し引いた額を資本的支出に充てた場合におい

て、譲渡取引に要した費用（国立大学法人法第７条第

４項の文部科学大臣が定める基準により、独立行政法

人国立大学財務・経営センターが負担する費用を除

く。以下同じ。）については、損益計算上の費用には

計上せず、資本剰余金を減額するものとする。（注

６７） 

 

＜注６６＞譲渡収入額のうち帳簿価額を超える額の

独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納付に

ついて  
準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要な財

産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則第９

条第２項の規定により政府から出資された土地に係

る譲渡取引で、当該譲渡取引により生じた収入額から

独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納付額を

差し引いた額を資本的支出に充てた場合において、当該

土地の帳簿価額を超える額を独立行政法人国立大学財

務・経営センターへ納付するときは、資本剰余金を直接

減額するものとする。 

第９４ 土地の譲渡取引に係る会計処理 

１ 準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要

な財産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則

第９条第２項の規定により政府から出資された土地

に係る譲渡取引については、当該譲渡取引により生じ

た譲渡差額を損益計算上の損益には計上せず、資本剰

余金を減額又は増額するものとする。（注６６）（注

６７） 

 

 

２ 準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要な

財産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則第

９条第２項の規定により政府から出資された土地に

係る譲渡取引に要した費用（国立大学法人法第７条第

４項の文部科学大臣が定める基準により、独立行政法

人国立大学財務・経営センターが負担する費用を除

く。以下同じ。）については、損益計算上の費用には

計上せず、資本剰余金を減額するものとする。（注６

７） 

 
 
 
 

＜注６６＞譲渡収入額のうち帳簿価額を超える額の

独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納付に

ついて  
準用通則法第４８条第１項本文に規定する重要な財

産のうち、国立大学法人法第７条第３項又は附則第９

条第２項の規定により政府から出資された土地に係

る譲渡取引で、当該土地の帳簿価額を超える額を独立

行政法人国立大学財務・経営センターへ納付するとき

は、資本剰余金を直接減額するものとする。 
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独立行政法人会計基準及び注解 

改訂前 

独立行政法人会計基準及び注解 

改訂後 

国立大学法人会計基準及び注解 

現行 

国立大学法人会計基準及び注解 

改訂後 

  ＜注６７＞国立大学法人等業務実施コストについて 

国立大学法人等が、準用通則法第４８条第１項本文に

規定する重要な財産のうち、国立大学法人法第７条第３

項又は附則第９条第２項の規定により政府から出資さ

れた土地の譲渡取引で、当該譲渡取引により生じた収入

額から独立行政法人国立大学財務・経営センターへの納

付額を差し引いた額を資本的支出に充てた場合には、譲

渡取引により生じた譲渡差額及び譲渡取引にかかる費

用については、国立大学法人等業務実施コストに属する

ものとし、国立大学法人等業務実施コスト計算書におい

て、損益外除売却差額相当額の科目に表示しなければな

らない。 

＜注６７＞国立大学法人等業務実施コストについて 

国立大学法人等が、準用通則法第４８条第１項本文に

規定する重要な財産のうち、国立大学法人法第７条第３

項又は附則第９条第２項の規定により政府から出資さ

れた土地に係る譲渡取引により生じた譲渡差額及び譲

渡取引にかかる費用については、国立大学法人等業務実

施コストに属するものとし、国立大学法人等業務実施コ

スト計算書において、損益外除売却差額相当額の科目に

表示しなければならない。 
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